
日南町告示第22号

令和３年第３回日南町議会臨時会を次のとおり招集する。

令和３年５月６日

日南町長 中 村 英 明

記

招集年月日 令和３年５月11日

招 集 場 所 日南町役場庁舎 議場

付 議 事 件

１．専決処分の承認を求めることについて（日南町税条例等の一部改正）

２．専決処分の承認を求めることについて（日南町固定資産評価審査委員会条例の一

部改正）

３. 財産の無償譲渡について

４. 財産の取得について（除雪ドーザ８ｔ級購入）

５. 令和３年度日南町一般会計補正予算（第１号）

６. 令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）

７. 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

○開会日に応招した議員

大 西 保君 岩  昭 男君

櫃 田 洋 一君 久 代 安 敏君

近 藤 仁 志君 荒 木 博君

古 都 勝 人君 岡 本 健 三君

坪 倉 勝 幸君 山 本 芳 昭君

○応招しなかった議員

な し

－１－



令和３年 第３回（臨時）日 南 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和３年５月11日（月曜日）

議事日程（第１号）

令和３年５月11日 午前９時開会

日程第１ 議席の変更

日程第２ 会議録署名議員の指名

日程第３ 会期の決定

日程第４ 各常任委員会委員の選任

日程第５ 議会運営委員会委員の選任

日程第６ 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて

（日南町税条例等の一部改正）

日程第７ 議案第43号 専決処分の承認を求めることについて

（日南町固定資産評価審査委員会条例の一部改正）

日程第８ 議案第44号 財産の無償譲渡について

日程第９ 議案第45号 財産の取得について（除雪ドーザ８ｔ級購入）

日程第10 議案第46号 令和３年度日南町一般会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第47号 令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）

日程第12 議案第48号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

日程第13 議員派遣の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 議席の変更

日程第２ 会議録署名議員の指名

日程第３ 会期の決定

日程第４ 各常任委員会委員の選任

日程第５ 議会運営委員会委員の選任

日程第６ 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて

（日南町税条例等の一部改正）

日程第７ 議案第43号 専決処分の承認を求めることについて

（日南町固定資産評価審査委員会条例の一部改正）

日程第８ 議案第44号 財産の無償譲渡について

日程第９ 議案第45号 財産の取得について（除雪ドーザ８ｔ級購入）

日程第10 議案第46号 令和３年度日南町一般会計補正予算（第１号）

日程第11 議案第47号 令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）
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日程第12 議案第48号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

日程第13 議員派遣の件

出席議員（10名）

１番 大 西 保君 ２番 岩  昭 男君

３番 櫃 田 洋 一君 ４番 久 代 安 敏君

５番 近 藤 仁 志君 ６番 荒 木 博君

７番 古 都 勝 人君 ８番 岡 本 健 三君

９番 坪 倉 勝 幸君 10番 山 本 芳 昭君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 花 倉 幸 江君 書記 花 倉 順 也君

説明のため出席した者の職氏名

町長 中 村 英 明君 副町長 丸 山 悟君

教育長 青 戸 晶 彦君 総務課長 木 下 順 久君

企画課長 實 延 太 郎君 建設課長 財 原 積君

住民課長 淺 田 雅 史君 福祉保健課長 渡 邊 輝 紀君

教育次長 村 上 伴 樹君

午前９時００分開会

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。

ただいまの出席は１０名です。定足数に達していますので、令和３年第３回日南町議

会臨時会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

タブレットの報告書ファイルをお開きください。

地方自治法第１２１条の規定により、本臨時会に出席を求めた者は、１ページの報告

書のとおりです。

本町の監査委員から、令和３年４月２０日付をもって、地方自治法第２３５条の２の

規定による例月出納検査の結果について報告がありました。２ページから１２ページの

とおり報告します。
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本日までに議長において決定した議員派遣の件については、１３ページの報告書のと

おりです。

・ ・

日程第１ 議席の変更

○議長（山本 芳昭君） タブレットの議会案件ファイルをお開きください。

日程第１、議席の変更を行います。

私たちの任期も２年経過し、後半期に入ります。また、今回任期満了により、常任委

員会等の編成も新たになります。ここで、心機一転するため、議席の変更を行いたいと

思います。

議席は、日南町議会会議規則第４条第３項の規定により、１ページの議席表のとおり

指定します。着席のとおりですから、朗読を省略します。

・ ・

日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（山本 芳昭君） 日程第２、会議録署名議員の指名をします。

会議録署名議員は、日南町議会会議規則第１２５条の規定により、議長において、１

番、大西保議員、２番、岩 昭男議員の２名を指名します。

・ ・

日程第３ 会期の決定

○議長（山本 芳昭君） 日程第３、会期の決定を議題とします。

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日と

決定しました。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） ここで、執行部から発言が求められていますので、これを許し

ます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 改めまして、おはようございます。臨時会の開会に当たりまし

て、一言御挨拶をさせていただきたいというふうに思っております。

大型連休のほうも終わりまして、町内では田植の作業が本格化しております。大規模

農家の皆さんの田植につきましてはもう少し先かもしれませんけれども、通常の日南町

での動きが始まりました。

しかしながら、世界、日本では、昨年からの新型コロナウイルス感染症の拡大が広が

り、第四波流行が続いております。緊急事態宣言の５月末までの延長や蔓延防止地域の

拡大もありまして、地方におきましても過去最大というような感染者数となっておりま
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す。す者のほうもすす１す ０００人すりとなるなど、す症化、あるいは、すのすすに

は変異株があると言われております。

一方、国内では新型コロナワクチンの接種のほうの高齢者分の皆さんが本格的に始ま

ります。本町におきましても４月の２４日からスタートし、すす、４日間接種を行いま

した。し設等をしめて、すすちしうど ０００人の方の第１回しでありますが、接種と

なりました。今週の末からは早い方の２回しの接種が始まりまして、町全体としまして

は予定どおり、高齢者の皆さんにつきましては６月末で希望者の方には終了する計画で

あります。引き続き安全でスムーズな接種体制に努めてまいりたいというふうに思って

おります。町民の皆さん方の御理解と御協力にお礼を申し上げたいというふうに思って

おります。なお、今後の１６歳以上６４歳までの皆さんへの接種につきましては、これ

からのワクチンの供給状況におきまして、内部的な協議を進めてまいりたいというふう

に考えております。

話は変わりますけども、ちしうど昨日ですが、鳥取県のほうで昨年実ししました国勢

調査の独自調査によります概数値が公表されましたので、報告をしておきたいというふ

うに思っております。なお、正式には６月に総務省のほうから公表の予定でございます

が、という条件ではありますが、日南町での人がが １９９人、前回から申し上げます

と５６６人のとということです。世と数につきましては ９３３世とということで、１

４３世とのとということになっておりますので、報告をさせていただきたいというふう

に思っております。

最後になりますが、本臨時会におきまして、専決処分が２件、財産に関するものが２

件、補正予算２件、人事案件が１件、上程をさせていただいております。御審議の上、

御承認を賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりましての私からの御挨拶と

させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 失礼いたします。

私からは、令和３年度の本日は最初の議会であります。４月から新たに本議会に出席

します執行部の説明員を紹介をさせていただきたいと思います。

本年度は１名でありまして、青戸晶彦教育長です。

○教育長（青戸 晶彦君） どうぞよろしくお願いします。

○副町長（丸山 悟君） 以上で紹介を終わります。今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。

私からは以上です。

・ ・

日程第４ 各常任委員会委員の選任

○議長（山本 芳昭君） 日程第４、各常任委員会委員の選任を行います。

総務教育常任委員会委員、経済福祉常任委員会委員及び議会広報常任委員会委員につ
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いては、本年５月９日をもって任期満了となりましたので、本臨時会において選任をす

るものです。

各常任委員会委員の選任については、日南町議会委員会条例第６条第２項の規定によ

り、議長が指名することになっています。

すれでは、指名します。

総務教育常任委員会委員には、大西保議員、岩 昭男議員、櫃田洋一議員、久代安敏

議員、近藤仁志議員、古都勝人議員の６名。

次に、経済福祉常任委員会委員には、大西保議員、岩 昭男議員、荒木博議員、古都

勝人議員、岡本健三議員、坪倉勝幸議員の６名。

次に、議会広報常任委員会委員には、櫃田洋一議員、久代安敏議員、近藤仁志議員、

荒木博議員、岡本健三議員、坪倉勝幸議員の６名。以上です。

ついては、委員会条例第７条の規定により、各常任委員会で委員会を開催され、委員

長、副委員長の互選を行い、議長まで報告をお願いします。各常任委員会は、第２会議

室を会場に開催してください。

ここで、しばらく休憩します。再開は９時４０分といたします。

午前９時１１分休憩

午前９時４０分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を継続します。

ただいま各常任委員会で委員長、副委員長が互選され、すの結果の報告がありました。

事務局長より報告します。

○事務局長（花倉 幸江君） 報告します。

総務教育常任委員会委員長は大西保議員、同副委員長は櫃田洋一議員。経済福祉常任

委員会委員長は荒木博議員、同副委員長は岩 昭男議員。議会広報常任委員会委員長は

近藤仁志議員、同副委員長は櫃田洋一議員。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 事務局長からの報告のとおり、委員長、副委員長が互選されま

した。

・ ・

日程第５ 議会運営委員会委員の選任

○議長（山本 芳昭君） 日程第５、議会運営委員会委員の選任を行います。

任期満了に伴い、議会運営委員会委員の選任については、日南町議会委員会条例第６

条第２項の規定により、議長が指名することになっています。議会運営委員会委員には、

坪倉勝幸議員、大西保議員、荒木博議員、近藤仁志議員、古都勝人議員の以上５名を指

名します。

ついては、委員会条例第７条の規定により、委員会を開催され、委員長、副委員長を

互選の上、議長まで報告をお願いします。会場は第２会議室とします。
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ここで、しばらく休憩します。再開は９時５０分といたします。

午前９時４３分休憩

午前９時５０分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を継続します。

ただいま議会運営委員会で委員長、副委員長が互選され、すの結果の報告がありまし

た。

事務局長より報告します。

○事務局長（花倉 幸江君） 報告します。

議会運営委員会委員長には古都勝人議員、同副委員長には近藤仁志議員。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 事務局長からの報告のとおり、委員長、副委員長が互選されま

した。

ここで、しばらく休憩をします。再開を９時５５分からといたします。

午前９時５１分休憩

午前９時５５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を継続します。

任期４年の中間、折り返し地点を迎え、新たな委員会構成となりました。２年前、私

は議長所信表明で、監視機能、政策立案機能、民意吸収機能を果たすこと、鳥取県西部

地区特別職報酬審議会からの退会、すして災害時における議会の活動指針の策定につい

て申し上げました。

この２年を振り返りますと、政策立案機能、民意吸収機能については、基本となるの

は議会報告会や意見交換会であり、すの具体例として議員数人で出かけて直接意見を伺

うことを考えていると申し上げましたが、昨年度、議員が３班に分かれて意見交換会を

開催することができました。今年度もさらに回数を増やして、多くの皆様からの御意見

を伺いたいと考えています。監視機能につきましては、附と決議等も発議されましたが、

これで十分、議会の機能は発揮されたとは言えません。今後、議員各位と力を合わせ、

より一層、町民の皆様の負託に応えてまいりたいと存じます。報酬審議会につきまして

は、すす、町長から退会について西部町村会へ申入れをしていただいていますが、西部

議長会でも協議事項に上げたいと思います。すすコロナ禍ですれどころではないといっ

た状況でありますが、任期中には退会についての結論を出したいと考えています。災害

時における議会の活動指針については、既に日南町議会災害発生時対応要綱としてまと

めることができました。今後、議員各位の御理解をいただければ、定例会における一般

質問をユーチューブで配信したいと考えています。

４年間の任期の折り返し地点となりました。議員各位には、改めて初心に返り、選挙

戦で訴えた公約を再度思い起こしていただき、議員活動に邁進していただきたいと存じ
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ます。

ここで、執行部の皆さんに御報告いたします。各常任委員会、議会運営委員会構成は、

お手元に配付した名簿のとおりです。今後とも御協力方、よろしくお願いいたします。

・ ・

日程第６ 議案第４２号 及び 日程第７ 議案第４３号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの議案書ファイルをお開きください。２ページから。

日程第６、議案第４２号、専決処分の承認を求めることについて（日南町税条例等の

一部改正）、日程第７、議案第４３号、専決処分の承認を求めることについて（日南町

固定資産評価審査委員会条例の一部改正）、以上、専決処分関係２議案を一括議題とし

ます。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第４２号、専決処分の承認を求めることについて（日南町

税条例等の一部改正）についてでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして、日南町税条例等の一部改正につい

て、次のとおり専決処分をしましたので、同法同条第３項の規定により、これを本議会

に報告して、承認を求めるものでございます。

概要ですが、地方税法等の一部を改正する法律のし行に伴いまして、日南町税条例等

の一部を改正するものでございます。

内容としましてですが、大きく４点あります。最初は、個人の住民税についてでござ

いますが、すの中の一つとして、住宅借入金等の特別税額控除の適用期間の延長でござ

います。新型コロナウイルスの感染症の影響によりまして、入居が遅れた方の住宅借入

金等特別税額の控除の特例の適用期間を延長するものでございます。令和の１５年度と

表記しておりましたけれども、令和の１７年度まで延長する内容でございます。２つし

は、扶養親族申告等の提出に係る手続規定の整備を行っております。

２番しの大きな区分ですけれども、固定資産税についてでございます。すの中の１つ

しとして、土地に係る負担調整措置の適用期限の延長でございます。すす、令和２年度

までという内容ですけれども、３年間延長して、令和５年度までというふうに変更する

ものでございます、延長するものでございます。２つしとして、令和３年度における課

税の特例措置の創設ということで、令和３年度に限りまして、負担調整措置等により、

税額が増額する土地について、前年度の税額に据え置くという内容でございます。

大きい３つしの内容ですが、軽自動車税についてでございます。環境性能の臨時的軽

と措置の適用期間の延長を行うものでございます。税率を１％軽とする特例措置の適用

期限の延長ということで、令和３年３月３１日までに取得したものという内容を、令和

３年の１２月３１日までに取得したという内容に期限のほうを延長するものでございま

す。
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４つしですが、これらをしめた法改正に伴う条ずれ及び項ずれの修正を行うものでご

ざいます。内容的には以上であります。

し行期日ですが、令和３年の４月１日し行という内容でございます。

続きまして、議案第４３号、専決処分の承認を求めることについてということで、日

南町の固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものでございます。地方自治法第

１７９条第１項の規定によりまして、日南町の固定資産評価審査委員会条例の一部改正

について、別紙のとおり専決したので、同法同条第３項の規定によりまして、これを本

議会に報告し、承認を求めるものでございます。

概要ですが、行政不服審査法し行令の一部が改正されまして、審査請求書に押印する

ことを定める規定が削られたことに伴いまして、条例の一部を改正するものでございま

す。

内容的には２項しありまして、すのうちの１項しですが、審査の申出書に押印するこ

とを定める規定を削るという内容。２つしは、が述書及び各種調書における署名、押印

を署名に改めるという内容でございます。

し行期日ですが、令和３年４月１日からです。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。質疑のときは、議案番

号をお示しの上、質疑願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

討論、採決は議案ごとに行います。

日程第６、議案第４２号、専決処分の承認を求めることについて（日南町税条例等の

一部改正）の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第４２号は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認され

ました。

日程第７、議案第４３号、専決処分の承認を求めることについて（日南町固定資産評

価審査委員会条例の一部改正）の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第４３号は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認され

ました。

・ ・

日程第８ 議案第４４号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２５ページ。

日程第８、議案第４４号、財産の無償譲渡についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第４４号、財産の無償譲渡について。次のとおり財産を無

償譲渡することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会

の議決を求めるものでございます。

内容ですが、無償譲渡する財産でございますが、債権の４件であります。内容的には

奨奨奨奨金でございます。金額は、１２４す ０００奨ちしうどです。譲渡の奨手方で

ございますが、日南町神福６７９番地２、佐武林蔵顕彰会会長、角田清でございます。

令和３年の５月の１１日付で佐武会のほうから日南町に寄附された財産のうち、奨奨奨

奨金に関する債権を佐武林蔵顕彰会に無償で譲渡するものでございます。よろしくお願

いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第８、議案第４４号、財産の無償譲渡についての討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第４４号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第９ 議案第４５号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２６ページから。

日程第９、議案第４５号、財産の取得について（除雪ドーザ８ｔ級購入）を議題とし

ます。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
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中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第４５号、財産の取得について（除雪ドーザ８ｔ級購入）

でございます。次のとおり財産を取得することにつきまして、地方自治法第９６条第１

項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

取得の財産の内容ですが、除雪のドーザ８トン級１台でございます。取得予定価格で

すが、 １６０す ０００奨ちしうど、すす税及び地方すす税すすの金額でございます。 

契約の奨手方ですが、鳥取県日野郡日南町霞１７の１、有限会社福田建機日南営業所所

長、角田清でございます。契約締結の方法ですが、一般競争入札、納期ですが、議会議

決の日から令和３年の１１月１９日までとしております。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第９、議案第４５号、財産の取得について（除雪ドーザ８ｔ級購入）の討論を許

します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第４５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１０ 議案第４６号 及び 日程第１１ 議案第４７号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２９ページから。

日程第１０、議案第４６号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第１号）、日程第

１１、議案第４７号、令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）、以上、

補正予算関係２議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第４６号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第１号）

でございます。令和３年度日南町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によるということでありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出すれぞれ ９７４す 

０００奨を００し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出すれぞれ６５０５２３す ０００奨

とする内容でございます。第２条のほうで、地方債の補正につきましては、第２表の地

方債補正を御覧いただければと思います。
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主な補正の内容でございます。歳入ですが、国主主出金としまして１６４す ０００

奨でございます。いわゆる国の主援の第３次分ということで、低所得の子育て世と生活

主援特別給付金給付事業の補助金を予定しております。

寄附金ですが、 ２０１す ０００奨、一般財寄法人佐武会から寄寄振寄に係る寄附 

をいただくという内容でございます。

繰入金ですが、８８す ０００奨ということで、内容的には２つありまして、当初予

算の審査の意見書に基づきまして、病院会計負担金の原資としておりました基金繰入金

の財のの振のを行うものでございます。よって、財政調整基金の繰入金を ８９４す 

０００奨をと額しまして、地域００総合０保基金繰入金を ８９４す ０００奨増額す 

るものでございます。これによりまして、補正後の地域００の総合０保基金繰入金の合

計ですが、１０ ８９４す ０００奨となる予定であります。２つしで、今回補正に係 

ります財の不足が伴いまして、財政調整基金の繰入金を８８す ０００奨増額するもの

でございます。また、これによりまして、補正後の財政調整基金繰入金の合計額ですが、

１０ ８２２す ０００奨となります。 

続きまして、諸収入ですが、２５０す奨ちしうど。一般財寄法人の自治総合センター

助成事業というのがありまして、すれの採択を受けましたことによります助成金の皆増

でございます。

次に、町債ですが、２６０す奨ちしうど、す防可搬ポンプの００購入の財のとします

緊急防災・と災事業債の増額を予定しておる内容でございます。

続きまして、歳出のほうでありますが、総務すの中の住民参画まちづくり事業という

ことで２５０す奨ちしうど。先ほど歳入でも申し上げましたが、一般財寄法人の自治総

合センターコミュニティー助成事業の採択によりまして、事業すを計上するものでござ

います。

民生すですが、民生一般管理事務ということで、福祉保健課の担当分でございますが、

１６４す ０００奨、低所得の子育て世との生活主援特別給付金の給付事業でございま

す。

す防すですが、す防し設整備管理事業ということで、２６３す ０００奨ということ

であります。す防の可搬ポンプについて計画的な更新を行っているとこでございますが、

計画を前倒ししまして００の購入をする内容でございます。

教育すですが、寄寄教管理運営事務ということで ２０１す ０００奨ということで 

す。一般財寄法人の佐武会からいただく寄附を寄寄振寄基金のほうに積す立てる内容で

ございます。

続きまして、議案第４７号、令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）

でございます。事業で定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出すれぞれ３す ０００奨を０

０し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出すれぞれ８０ ７７６す ０００奨とするもので 

ございます。事業で定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び
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に補正後の歳入歳出の予算の金額につきましては、第１表の歳入歳出予算補正によるも

のでございます。

内容でございますが、歳入ですが、繰入金が３す ０００奨、一般会計の繰入金の増

額です。歳出のほうですが、介護認定等調査事務ということで３す ０００奨。新型コ

ロナウイルスの感染防止のため、要介護認定の調査ですが、すのうちの上半期分を日南

福祉会のほうに委託する内容でございます。

以上、説明を終わります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 失礼いたします。私のほうから、議案第４６号、一般会計

の補正予算について、若干００で説明をいたします。本文第２条の地方債の補正でござ

いますが、議案書ファイルの３２ページのほうを御覧いただきたいと思います。

地方債の補正につきまして、今回、緊急防災・と災事業債、いわゆる緊防債につきま

して限度額の変更を、増額をいたします。 ３９０すから２６０すを００して ６５０ 

すとするものでございます。町長の説明にもありましたとおり、自衛す防寄の可搬ポン

プ２台を００購入する財のとさせていただきます。限度額のほか、記載方法、利率、償

還方法等については当初予算どおりでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。質疑は議案ごとに行い

ます。

まず、議案第４６号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第１号）から質疑を行い

ますが、５１ページからの補正予算説明附属資料に沿って、各課ごとに質疑を許します。

初めに、５２ページ上段、総務課について質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 可搬ポンプを増設するということで、これ、大変結構だ

と思います。私は賛成の意味で質問するんですが、当初予算では２自治会ということで、

今回新たに２自治会を００されました。この２自治会の地区名は分かるでししうか。

すれと、平成７年までに終わるものを早くするということで、あと残ってるのは何自

治会でどこどこなのか、この２点をお伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 失礼いたします。今回、２台００させていただきます自治

会につきましては、新屋自治会、すれから三栄、丸山、これは三栄、丸山で一つの自衛

す防寄でございます。この２地区につきまして００をさせていただきます。

また、令和４年度に向けて、残りあと５台が３０年級の経過したものが残っておりま

す。この５台に対する５地区が中石見の中の是次の自衛す防、豊栄、矢戸、笠木の大原、

上萩山の下萩、以上の５地区が３０年級が残っておりまして、これが来年度で完了しま

すと一段落ということで、しばらく更新が必要なくなるではないかというふうに考えて

おります。以上です。
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○議長（山本 芳昭君） 次に、５２ページ下段、企画課について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、５３ページ上段、福祉保健課について質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 国の主援でこういったことをするというのは大変いいこ

とだと思うんですけれども、３種類ぐらい場合分けがあったと思うんですけど、すれぞ

れの件数、世と数というのを教えていただけますでししうか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） ３種類というのはどういった内容の３種類でございま

ししうか。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 児童扶養手当の主給を受けている者、公的年金の受給に

より児童扶養手当の主給対象外の者、新型コロナウイルス感染症を受けて家計が急変し、

収入が児童扶養手当などの対象となる水準に下がった者と３種類ありますけれども、す

れぞれ何件あって合計何件ということで教えていただければと思ったんですけれども。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 申し訳ありません、すすのところ予定しておりますの

が、４月の児童扶養手当主給者ということになります。対象者としては１４家庭の２１

人、これが全てになります。年金受給者についてはゼロでございます。なお、家計急変

者につきましては、これから調査ということになりますので、数字としてはすすのとこ

ろ把握はしておりません。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、５３ページ下段、教育課について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、議案第４７号、令和３年度日南町介護保険特別会計補正

予算（第１号）に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 議案第４６号及び議案第４７号について、質疑漏れはありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

討論、採決は議案ごとに行います。

日程第１０、議案第４６号、令和３年度日南町一般会計補正予算（第１号）の討論を

許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。
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これより採決を行います。

議案第４６号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

日程第１１、議案第４７号、令和３年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）

の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第４７号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１２ 議案第４８号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの人事案件ファイルをお開きください。

日程第１２、議案第４８号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

を議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第４８号、教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について、日南町教育委員会委員、西村卓也は、令和３年５月１３日に任期が満了とな

るため、引き続き同人を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により、本議会の同意を求めるものでございます。

内容ですが、日南町教育委員、西村卓也は令和３年５月１３日で任期が満了となるた

め、引き続き同人を任命することにつきまして同意を求める内容です。任期ですが、令

和７年の５月１３日までということで、４年間でございます。西村卓也、性別は男性、

生年月日ですが、昭和５１年８月２４日生まれということで、すす４４歳でございます。

住所ですが、日南町三栄１９１０番地でございます。主な経歴ですが、平成１０年の４

月に日南町社会福祉協議会のほうに入社されておられます。以後、平成１７年の４月に

は日南福祉会のほうに入社されておられます。以後、平成２９年の４月からは、林業の

ほうに従事をされておられまして、すすに至っているところでございます。日南町との

関係でございますが、平成２９年の４月からは日南町スポーツ推進委員のほうに就任さ

れておられます。また、令和２年の５月ですが、昨年ですが、日南町教育委員会の委員

に就任していただいて、すすに至ってるということで、１年間の教育委員会の委員とし
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てお世話になっておりますということを報告をさせていただきまして、御承認を賜りま

すようによろしくお願いしたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第１２、議案第４８号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

この採決は起立によって行います。

議案第４８号は、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立全員であります。よって、本案は、原案のとおり同意する

ことに決定しました。

・ ・

日程第１３ 議員派遣の件

○議長（山本 芳昭君） 日程第１３、議員派遣の件を議題とします。

今後、予定されています議員派遣の件については、タブレット議会案件ファイルの４

ページのとおりです。

お諮りします。議員派遣について御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、４ページのと

おり決定しました。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） お諮りします。本臨時会に付議された案件は、以上をもって全

て議了しました。これをもって会議を閉じ、閉会としたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、令和３年第３回日南町議会臨時

会の会議を閉じ、閉会とします。御協力ありがとうございました。

午前１０時３０分閉会
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